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Abstract

University student experience many stressful events throughout their school lives. The number of university students who have

some problems which need other’s help has increased.

The purpose of this study is to examine the new roles about student counseling in our new university which changed from the

junior college to the university.

We conducted the survey on students who came to my student counseling between 2008 and 2010. In the junior college, most of

them had problems related to their school life and their course. While in the university, their problems mainly focused on themselves.

The hesitation might be caused in the university selection if they thought about themselves. An increase in the student apathy and

the truancy will be feared in the future.

As results, the same tendency as other university student has happened also at our university. And our university will increase the

number of students in the future. So, we have suggested that it is essential to increase the capacity of the student counseling, to

improve the project of student counseling and to introduce the program of the student apathy measures.
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1．はじめに

1）大学における学生相談室の位置づけ

日本における学生相談室は、１９５３年に東京大学と

山口大学において設置されたのが最初である。まだ

歴史の浅い分野だと言える。学生相談というものの

定義は難しいが、一般的には大学キャンパスにおけ

る心理臨床的活動の総称であり、主に学生相談室の

カウンセラーによって行われることをさすことが多

い。学生相談における内容に関して、特定の方法が

あるわけではなく、大学やカウンセラー等の個別性

を活かした取り組みが行われている。

以前の大学生は、大学に入学する時点で一定の能

力を有していることが保証され、教員中心の大学に

創意工夫をしながら、勉学に励むことが可能であっ

た。しかし、少子化も影響して、２００９年には大学進

学率が５８．７％に達し、かつての大学生とは印象が異

なる大学生が増えてきている。

平成１０年の大学審議会答申「２１世紀の大学像と今

後の改革方策」においても、大学の役割として、社

会に貢献する人材の育成を担い、在学中にいかに能

力を身につけ、自立した人間としていかに成長した

かが、社会における大学評価の際の基準とされ、「学

生中心の大学」に向けての指針を示されている。時

代の流れとともに、各個人の抱える問題を、個人が

解決するものと切り捨てるのではなく、個人が解決

できるようにするための方策や成長を促す機関とし

て、大学の役割が大きくなってきている。

このように、大学の役割が大きくなるにつれ、学

生相談の役割も多様化してきている。学生相談の理

念として、斉藤（２０１０）は「【前提】大学という教

育機関にあり、かつ１つのコミュニティでもあると

いう場の特徴と各大学ごとの個別性を念頭に置き、

【目的】学生個人個人に焦点を当てて、学内外への

適応や心理的成長を促し、大学の目標にかなう形で、

【機能】クリニック的な心理臨床、厚生補導的な個

別性に応じた働きかけ、そして教育・発達的援助的

な働きかけを、対象者と環境を的確にアセスメント

した上で行うものである」としている。

また、大学における学生支援・相談体制の望まし

いあり方を検討するための基本的な考えとして「教

育の一環として学生支援・学生相談という理念に基

づき、すべての教職員と学生相談の専門家であるカ

ウンセラーとの連携・協同によって学生支援は達成
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される」という指摘があり、学生相談室のみならず、

教職員を含めた大学全体の取り組みとして、学生支

援・相談体制をとる広義での“学生相談”の役割が

重要視されるようになってきた。

2）大学生の心理的特長

大久保（２００５）が、大学での適応感は高校時代の

学校への適応感に大きく影響されることを指摘して

おり、入学以前からの課題も軽視できない。

「大学の進学率が５０％を越え、入学試験方式が多

様化する中で、大学生の学力・パーソナリティも多

様化し、もはや大学生は『自主的に学ぶ自立した存

在』とはいえないような未熟性を示す場合も多くな

っている」（山田 ２００６）という傾向もあり、入学

後、自立性が求められる大学において、未熟な状態

で入学してくる学生が、いかに自立性や所属感を獲

得し、適応していくかというのも重要である。

その後、２～３年生という変化に乏しい時期に、

自分自身を見つめる余裕ができ、アイデンティティ

の課題に取り組むようになってくる。自分自身に目

が向くが故に、スチューデントアパシーや留年、ス

ランプ等の新たな問題が生じやすい。それらに付随

して、対人関係・異性関係の問題が表面化する傾向

がある。

卒業が近くると、就職活動や社会人になる準備を

する中で、家族との葛藤や未解決の課題が賦活して

くる。

このように、学年によって、特徴や課題が変わる

上に、アイデンティティという自分への課題に取り

組む時期でもあり、悩み多き時代であると言えよう。

また、本来、大学生が抱える多様な悩みに加え、『全

入時代』と言えるような時代背景から、より複雑で

多様な悩みを抱える学生の増加が考えられる。

2．問題と目的

本学は２０１０年度に宝仙短期大学を発展的解消し、こ

ども教育宝仙大学へ完全移行となった。短大から大学

へ移行し、大学生活の中である種の猶予時期ができる

ことによって、学生への新しい支援を模索する必要が

でてくる事だろう。大学生の持つ特徴と、今の時代の

抱える大学生活での課題を振り返り、かつ、本校の学

生の特徴と比較検討することで、より良い学生支援・

及び学生相談のあり方を考えていく。

学生相談室の取り組みの成果と課題を振り返ること

で、「自分を育て、こどもを育て、未来を育てる」保

育者養成の大学であるべく、より望ましい学生相談お

よび学生支援を模索していきたい。

3．方法

２００８年度から２０１０年１２月まで、学生相談室に訪れた

学生の人数及び件数と、相談内容に応じて計上を行っ

た。

尚、２００８年度は、教職員との会議や連絡調整もその

他に計上していたため、小計を設け、相談に関する数

値を示している。また、２００８年度は、相談内容の種別

が異なっているため、本稿では相談内容種別の割合の

比較資料から外している。また、２０１０年度と比較しや

すいように、２００９年度の相談内容種別のグラフは１２月

までの数値をグラフに反映させている。

入学 中間期 卒業期 大学院生期

来談学生が
語った主観

・移行に伴う問題
・入学以前から抱えてき
た問題

・無気力、スランプ
・生きがい
・対人関係をめぐる問題

・卒業を期に未解決な問
題にと入り組む

・卒業前の混乱

・研究生活への違和感
・能力への疑問
・研究室での対人関係
・指導教官との関係

学生の課題

・学生生活への移行
・今までの生活からの分離
・新しい生活の開始

・学生生活の展開
・自分らしさの探求
・中だるみ
・現実問題と内面の統合

・学生生活の終了
・社会生活への移行
・青年期後期の節目
・現実生活を通じての内
面の整理

・研究者、技術者として
の自己形成

心理的特長

心理的特長

・自由の中で自己決定
・学生の側からの学生生
活へのオリエンテー
ション

・高揚と落ち込み

・曖昧さの中での深まり
・親密な横の関係

・もうひとつの卒業論文
・将来への準備

・職業人への移行
・自信と不安

表１ 学生生活のサイクルの特徴（鶴田２００１）
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4．結果と考察

1）相談件数の比較

以下に年度ごとの相談件数（延べ件数）を記載する。

過去３年間を通して見てみると、５月に相談件数

が増加する傾向が認められる。相談室企画を行い、

学生相談室に来やすい環境を設定したことも影響し

ているが、入学あるいは進級後、初期適応が必要な

２００９年度 面接相談 電話 メール その他 合計

４月 ２７ ０ ０ ０ ２７

５月 ３９ ０ ０ １７ ５６

６月 １７ ０ ５ ２０ ４２

７月 １４ １ ４ １１ ３０

８月 １ １ ０ １２ １４

９月 ６ ０ ２ １２ ２０

１０月 １７ ０ ０ ４ ２１

１１月 ３６ ２ ４ １１ ５３

１２月 １３ １ ０ ０ １４

１月 ６ ６ ４ ４ ２０

２月 ２ ０ ２ １ ５

１２月まで １７０ ５ １５ ８７ ２７７

２０１０年度 面接相談 電話 メール その他 合計

４月 １３ ０ １ ６ ２０

５月 １４ ０ ３ ２０ ３７

６月 １５ ２ １ １３ ３１

７月 ２２ ２ ５ ７ ３６

８月 １ ０ ２ ２ ５

９月 ６ ０ １ ６ １３

１０月 １６ ０ ８ １０ ３４

１１月 ２８ ３ ８ ６ ４５

１２月 １８ ３ ５ ２８ ５４

１２月まで １３３ １０ ３４ ９８ ２７５

２００８年度 面接相談 立ち寄って
会 話

電話・メール
での相談 小 計その他

（教職員連絡）
合 計

４月 ０ １８ ０ １８ ０ １８

５月 １１ ３５ ０ ４６ ０ ４６

６月 １９ ２０ ２ ４１ ３ ４４

７月 ９ １１ ０ ２０ ４ ２４

８月 ０ ０ ０ ０ １１ １１

９月 ２ ３ １ ６ ４ １０

１０月 ３ ５５ ０ ５８ １０ ６８

１１月 ６ １８ ０ ２４ １５ ３９

１２月 ６ ２２ ０ ２８ １２ ４０

１月 ５ ４ ０ ９ １０ １９

２月 １ ０ ０ １ ５ ６

１２月まで ５６ １８２ ３ ２４１ ５９ ３００

表２ ２００８年度月別相談件数 図１ ２００８年度月別相談件数（相談方法）

表３ ２００９年度月別相談件数 図２ ２００９年度月別相談件数（相談方法）

表４ ２０１０年度月別相談件数 図３ ２０１０年度月別相談件数（相談方法）
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時期に、学生相談室の来談数が増加したとも考えら

れる。独立行政法人日本学生支援機構（２００７）でも、

大きな環境の変化に緩やかに移行できるような、き

め細やかな支援の必要性に触れており、この時期に

相談室企画を行うことは適していると言えよう。

過去３年間の後期を比較して見ると、１０月あるい

は１１月と中盤に波が来ている。前期同様、これらの

時期に相談室企画を設けていることが影響している

と考えられるが、２０１０年度は相談室企画を１２月に行

っていることを考えると、相談室企画の影響だけで

はない要因も考えられる。

２０１０年度は、大学として初めて、２年生の後期を

迎える時期である。

つまり、２～３年生という緩やかな変化の時期を迎

えて、自分と学部との適性や自分自身を見つめる時

期に差し掛かり、相談件数が増加した事が考えられ

る。それを裏付けするように、２０１０年度は、他の年

と比して相談内容種別の「自分自身」が占める割合

が増加している。

2）相談内容種別の比較

次に２００９年度と２０１０年度の相談内容種別（述べ件

数）を記載する。

短期大学学生が在籍していた２００９年度の相談内容

種別は、学内の行事や人間関係、あるいは進路、進

路にまつわる家族との葛藤といったような、現実場

面に直接的に関係のある相談が多かったのに対し、

２０１０年度の相談内容種別を見ると、「自分自身」の

割合の増加が認められる。また、「進路」の相談の

割合は減少している。

短期大学であれば、職業選択が２年間で行われ、

自分自身の持つ課題に取り組むというよりも、現実

場面と適切に関わっていくことが重視され、自分と

は何かといったようなアイデンティティに纏わる悩

みについては急速に表出するか、あるいは、問題に

触れられることなく、現実的な問題への対応に終始

していた可能性がある。

４年間という就職までの猶予ができたために、自

分自身と向き合うことが増えいるのではないだろう

２００９ 学内 進路 対人関係 異性関係 自分自身 家庭 その他 予約連絡 合計

４月 １０ ５ ２ ６ ０ ３ １ ０ ２７

５月 １５ ３ ８ ６ ４ ２ １８ ０ ５６

６月 ２６ １ ０ ６ ２ １ ２ ４ ４２

７月 １２ ０ ０ ０ ０ ２ １５ １ ３０

８月 １１ ０ ０ ０ ２ １ ０ ０ １４

９月 １２ ０ ０ ２ ３ ２ ０ １ ２０

１０月 ７ ２ ０ ０ ０ ３ ２ ７ ２１

１１月 ２０ ０ ０ １１ ０ ３ １５ ４ ５３

１２月 ５ ０ ２ ５ ０ １ １ ０ １４

合計 １１８ １１ １２ ３６ １１ １８ ５４ １７ ２７７

２０１０ 学内 進路 対人関係 異性関係 自分自身 家庭 その他 予約連絡 合計

４月 １１ ０ １ ０ ３ １ ３ ２ ２１

５月 １１ ０ ０ ３ ３ １ １１ ７ ３６

６月 ８ １ ２ ３ ５ ０ ６ ６ ３１

７月 １２ ０ ５ ４ ４ １ ５ ５ ３６

８月 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ５

９月 ４ ０ １ ０ １ ０ ２ ５ １３

１０月 ９ ０ ２ １ ９ ０ １ １２ ３４

１１月 ９ １ ０ １ １５ ３ ０ １８ ４７

１２月 ８ ０ ０ ０ １４ １ ０ ２９ ５２

合計 ７３ ２ １１ １２ ５４ ７ ２８ ８８ ２７５

表５ ２００９年度 相談内容種別（１２月まで） 図４ ２００９年度 相談内容種別
（１２月まで）

表６ ２０１０年度 相談内容種別（１２月まで） 図５ ２０１０年度 相談内容種別
（１２月まで）
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か。２０１０年度以降も自分自身についての悩みが増加

する可能性がある。

今後は個人の問題が学校生活に及ぼす影響が増え、

個人的な問題について触れざるを得ない機会が増え

ていく事が懸念される。

5．2010年度の取り組み

1）個別相談枠設置に関して

２００９年度までは、相談室近くで授業が行われるこ

とが多く、相談室への出入りを他の学生に見られる

危険性もあり、安心して来室できる環境を整備する

ことが求められていた。

そのため、２０１０年度より、特定の曜日と時間に、完

全予約制の時間を設定した。完全予約制の時間帯の

利用件数は少なかったが、それ以外の時間帯で予約

をした上での利用が増加し、立ち寄っての相談や予

約外の相談は減少した。

図４と図５の割合を比較すると、予約や連絡の割

合が２０１０年度に増加している。２００９年度までは、予

約せず、飛び込みの利用者が多く、断続的なケース

が多かったのに対し、２０１０年度では、予約を取り、

相談室と連絡をとりながら、継続的にかかわりを持

つケースが増加した事を示しているのであろう。

そのような意味で、個別相談という継続的で、よ

り深いレベルでの関わりを持たせようとする２０１０年

度の取り組みは一定の成果をあげたと考えられる。

一方で、２０１０年度は、すぐに相談したい等の、突

発的な相談希望者の利用し難い状況であった。問題

点として、完全予約制の時間帯が、相談室前の教室

デ授業が行われる時間帯と重なってしまい、授業後

に気軽に利用したい学生の利用しにくさと、他の学

生に見られたくないと希望する学生にも利用しにく

い環境になってしまったことがあげられる。

前後期でカリキュラムも変わるため、年度当初に

完全予約制の枠を固定するのではなく、授業やカリ

キュラム、教室利用状況を確認した後に完全予約制

の枠を設置する必要性がある。ただし、個別相談枠

が固定しないことで、周知の難しさや把握のし難さ

に繋がる可能性も考慮しなくてはならない。

2）相談件数の増減

日本独立行政法人日本学生支援機構の調査

（２００７）によると、専任の相談員がいる学生相談室

の来談率（相談に訪れる学生数／全学生数）は１０％

を超える来談率であり、多くの大学では１～数％で

ある。

本学では２００８年が約３４％（４１人：短大１年生３５人、

短大２年生６人）、２００９年が約２６％（４２人：大学１

年生２６人、短大２年生１６人、その他５人）、２０１０年度

が１８％（３６人、大学１年生６人、大学２年生３０人…

１２月時点）である。非常勤の相談員が週２回で対応

している件数としては、かなり多い件数を扱ってい

るのが実情であろう。その理由として、単科大学で

あり、小規模の大学であるため、広報が浸透し、周

知されていることや、相談室企画等で１～２回の利

用で終了している件数が多いためだと考えられる。

注目すべきは、パーセンテージの減少である。利

用者の数値は、ほぼ横ばいである。つまり、パーセ

ンテージの減少は利用者の人数減少ではなく、在学

者の増加に比して相対的にパーセンテージが減少し

ているのである。在学者の増加に比して、利用者の

増減が見られないという状況や来談率の高さから鑑

みて、このパーセンテージの減少は、現状の相談室

で受け入れられるキャパシティが影響していうので

はないかと思われる。

現在は全学生が約２００名という規模であるが、２

年後には約４００名程度の規模になることが予測され、

現状の学生相談室のキャパシティでは不十分な対応

になる可能性がある。２０１０年度現在でも、相談に行

ったものの、既に相談中で相談を受けられなかった

事が数回有り、学生相談室から足が遠のいてしまっ

たと言う声も寄せられている。

また、４－１）の２００８年度の相談件数と４－２）

の相談内容種別の表を参照し、各年の１２月までの相

談件数を比較すると２００８年度２４１件、２００９年度２７７件、

２０１０年度２７５件と件数も、２７０件を超えるとほぼ横ば

いになっている。

２０１０年度は１年生に対する学生相談室の広報が不

十分で、１年生の学生相談室利用件数が６人という

低い人数に留まっている。今後、改めて１年生向け

の企画を検討する必要があるが、一方で週２回の開

室日では、受け入れに限界があるだろう。仮に、１

年生向けの広報活動により希望者が増加したとして

も、利用したい時に、他の相談のために対応できな

い事も懸念される。

今後、学生の人数が増えていく事が予測されるの

で、学生相談室の開室日数を増やすなど、学生相談

室のキャパシティを増やしていくことを検討する必

要があるだろう。

3）相談室企画の検討

２０１０年度の相談室企画は５月と１２月に行われた。

２００８～２００９年度は、相談室の垣根を低くするために、

学生相談のあり方と取り組みの検討
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お菓子や飲み物などを用意し、希望者には心理検査

を実施した。心理検査から個別相談に繋がる事例が

あった。和気藹々とした雰囲気で、垣根を低くする

事で学生相談室との親和性を高める事を目的とした

企画であった。

２０１０年度の５月の相談室企画は、利用者は２名と

いう少人数であった。周知不足に加えて、２００９年度

まで利用の多かった相談室前の教室で授業が行われ

ることが少なく、相談室企画前に学生相談室の存在

が認知しにくい状況であったため、学生相談室企画

に参加する敷居が高くなってしまったことが原因と

して考えられる。２０１０年度１２月の相談室企画では、

上記２点の問題点を改善し、相談室企画直前の授業

で周知を行い、場所も学生相談室を離れ、授業が行

われている１号館の空き教室を利用して実施した。

利用者は１４名と増加し、心理検査を希望しない学生

には心理療法の一つであるコラージュに取り組んで

もらい、心理的な要素をより多く取り入れた。その

結果、心理検査結果を内省し、ディスカッションす

ることで他者を別の視点で眺めるなど、心理教育的

なプログラムになったように思う。また、コラージ

ュを製作する中で、雑談を通じて相談的要素のある

話題が取り上げられるなど、有意義な交流が持たれ

た。また、相談室便りに心理テストを盛込み、相談

室企画直前に配布した事で、学生の心理テストに対

する興味が高まったことも参加者増加に影響してい

るだろう。しかし、１２月中旬という冬休み直前に実

施されたことで、相談室企画から相談に繋がるケー

スは減少すると考えられる。

次回は、１０月か１１月に実施するなど、長期休暇ま

で日数的に余裕のある日にちに設定する必要がある。

また、何らかの不適応を示す学生は入学直後にその

兆候が見えてくることが多く、相談室企画を工夫す

る事で、早期の段階で不適応を抱える可能性が高い

学生を把握することも検討していきたい。

6．今後の課題

1）個人の問題と集団への影響力

２０１０年度、相談件数で圧倒的に多いのは、学内の

対人関係であったが、精神疾患の訴えや症状も増加

してきている。独立行政法人が各大学の学生相談室

対象に行った調査によると、特に増加してきている

と思われる相談内容に関して、多い順に「対人関係

（家族・友人・知人・異性関係）」、「精神疾患」、「心

理・性格（アイデンティティ）」が挙げられている。

適切な支援や治療を受けることで精神疾患は改善

する可能性が高いものであるが、精神疾患等の影響

で、学業に支障をきたすことはある。また、大学生

活という集団の場で表出される様々な症状から、他

の学生への伝染や当該学生の孤立という二次的な問

題の懸念もある。精神疾患の中で自殺のリスクが高

い疾患もあり、自殺予防等の検討を行う必要がある。

また、伝染性の問題もあり、自傷行為や自殺未遂、

自殺既遂の後の対応策も講じる必要がある。

2）無気力・不適応

日本で１９６０年代後半から注目を集めた無気力な学

生（スチューデントアパシー）の存在、あるいは登

校困難な学生の増加に対する対応も必要である。ス

チューデントアパシーとは「大学入学後のある時期

に些細な躓きなどをきっかけにして授業を休むよう

になり、急速に勉学への意欲を喪失するもの」（心

理臨床大辞典 P８７８）である。学業に無気力を示す

一方で、日常生活は普通に保たれていることが多く、

家族に気づかれず、留年を繰り返すなどのケースも

見られる。スチューデントアパシーの背景に、①「ゼ

ロか１００か」といったような強迫的性格傾向、②ア

イデンティティの混乱、③失敗が予測される試験を

回避するなどの優劣への過敏さ、④対人関係の希薄

さ、⑤陰性の acting out、⑥葛藤を splittingという機

制で対処していることが挙げられる。支援が必要で

ある一方、支援の場（学校）も来る事が出来ないた

め、支援すること自体に困難が伴う。そのため、来

なくなってから支援をするよりも、危険性のある学

生を早期に把握し、状況の改善を支援しつつ、学生

を取り巻く支援体制を構築することが必要だと思わ

れる。

山田（２００６）によると、新入生を対象とした調査

を実施したところ、３年次前期終了までに退学、休

学、留年等が見られた学生は、１年の６～７月の調

査の時点で継続した欠席が見られることを指摘して

いる。すなわち、１年の早期の段階で、継続的な欠

席傾向を示している学生を軽視せずに適切に対応し

ていくことが重要なのである。これらは、就職に直

接的に結びつくような学科であるかの差は認められ

ておらず、本学でも同様の傾向が見られる可能性が

ある。

また、及川ら（２００８）や水野ら（２００７）により、

授業の場を活用した不適応を予防するプログラムが

検討されている。プログラムがどの程度、不適応を

予防しているかを追調査していく必要は残されてい

るが、自己理解が不適応を軽減する可能性、スキル

獲得によって抑うつ感が軽減される可能性が示唆さ
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れている。

スチューデントアパシーの背景に、②アイデンテ

ィティの混乱や④対人関係の希薄さが挙げられてい

ることから、上記のプログラムを導入することによ

り、自己理解の向上や対人関係スキルの獲得により、

状況が改善する可能性もある。また、多種のスキル

の獲得により、③の失敗経験を回避するスキル、あ

るいは失敗を失敗として捉えなくなる可能性もある。

また、グループ活動を通じて、学生間の交流が活発

になり、友人関係が構築される可能性もある。今後、

早期の段階で不適応を測定するような調査を行い、

かつ、実態を把握した上で、授業等を通じて自己表

現力、認知傾向の把握、対処スキルの獲得を目指し

ていくことも重要になるのではないかと思われる。

3）自殺予防的アプローチ等

警察庁生活安全局地域課（２００８）によると、１９９７

年を機に、自殺者数は高い数値を保っている。１５～

１９歳の死因第２位、１９～２４歳の死因第１位に自殺が

挙げられている。つまり、大学生の死因における自

殺の割合が非常に高い事がいえる。

赤澤ら（２００８）によると、高校生を対象にした調

査で、「死んでしまいたいと思ったことがある」割

合は、５６．３％に上り、対岸の火事ではないと言える

だろう。自殺の伝染性や、PTSDの観点から自殺予

防的アプローチを行うことで、自殺企図者のみなら

ず、周囲の学生への自殺の危険性及びその影響から

守る事が可能になってくる。

自殺を企図する人は、必ず何かしらのサインを訴

えているといわれている。自殺を考えている人に、

自殺についての話をすることで寝た子を起こしてし

まうように自殺を誘発してしまうのではないかとい

う考えは根強く残っている。しかし、逆に自殺をタ

ブー視することで自殺についての話を取り上げる機

会が奪われ、自殺を防ぐ機会を奪ってしまう危険性

がある。

自殺をほのめかした場合には TALKの原則で関

わることが大切である。この TALKの原則とは、Talk

「誠実な態度で話しかける」Ask「自殺については

っきりと尋ねる」Listen「相手の訴えを傾聴する」

Keep safe「安全を確保する」という自殺をほのめか

した際の取るべき対応の頭文字をとったものである。

自殺を示唆する言動を示す学生がいた場合、率直か

つ真摯に自殺について尋ねることが非常に重要であ

る。

一方で、自殺に繋がる危険性のある自傷行為は、

自傷行為者同士あるいは学生同士でのディスカッシ

ョンは控えるべきである。中高生を対象にした松本

ら（２００５～２００６）の調査によると、「自分の身体を

わざと切ったことがある」と回答した割合は、男子

の７．５％女子の１２．１％である。また、岡田（２００２）

の調査では、過去数年間の自傷行為経験者は約１０％

近くに上るとされ、角丸（２００３）の調査では１９．４％

の大学生に「自傷行為を経験、または自傷しようと

した経験」があるという回答を得ている。

約２割の学生が抱えている可能性のある自傷行為

は、稀有な事例ではないといえる。しかも、自傷行

為そのものが、交友関係の絆を確かめる手段となり、

より深く競うように自傷行為が悪化、伝染する危険

性を孕んでいる。しかし、知識を持って教職員が自

傷行為者に関わることには非常に大きな意義がある。

学生内で行われている自傷行為のディスカッション

への気づきや、ディスカッションへの介入ができる

だけでなく、より重篤になりえる自傷行為の予防的

措置をとることができるからである。

自殺や自傷行為は、その行為そのものが与える印

象が陰性感情や心理的抵抗感を生みやすく、それに

よって介入するときには、ある種の抵抗感や怒りと

いうような反応を引き起こしやすい。そのため、適

切な介入を可能にするような自殺や自傷行為の知識

を得ることが重要になる。そのための、啓発活動も

学生相談室の役割の一環であるといえよう。

4）障害のある学生への対応

独立行政法人日本学生支援機構の調査（２００７）に

よると、日本の大学等の約６割に障害のある学生が

在籍しており、その数は５５００人にも上るという。し

かし、障害のある学生に対する委員会やセンターを

設置している大学等は全体の約１割である。障害に

対する支援が不十分であるといえよう。エレベータ

ーの設置など、ある種の身体障害に対する対応は整

ってきているが、潜在あるいは顕在化している発達

障害への支援がほとんどなされていない現状がある。

２００５年に発達障害者支援法が施行され、「大学お

よび高等専門学校は、発達障害者の状態に応じ、適

切な教育上の配慮をする」ことになり、大学等にお

ける発達障害者への適切な支援を行う事が成文化さ

れており、大学における取り組むべき課題の一つだ

と言えよう。

しかし、発達障害は典型例が無く、本人のやる気・

動機付けに問題が帰属されやすい、『見えない』障

害である。

本学の学生相談室では、２０１０年度に学生及び教職

員向けに発達障害に関する配布物を作成するなど、

学生相談のあり方と取り組みの検討
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啓蒙活動に取り組み始めているが、まだ学生相談室

の取り組みとしては不十分である。学生本人へのカ

ウンセリングや関係教職員及び学外関係機関、家族

等への協同・連携、学内教職員や学生への啓蒙活動

等に力を入れていく必要があるだろう。また、アセ

スメント用の機材や資料の充実に向けた努力も必要

になってくる。

7．最後に

多種多様な学生が入学してくる時代になってきたた

め、大学における学生支援の幅を広げていく必要があ

るだろう。

例えば、スチューデントアパシー等に見られる大学

生の不適応は、入学直後から欠席等、何らかの兆候を

示す事が多い。早期の段階で、不適応を起こしかけて

いる学生の把握及び支援が必要になる。そのためには、

下記の活動を通じて、学生相談室と他の部門との連

携・協同を深め、大学全体として不適応の学生へ取り

組める幅を広げていきたい。

①５月と１０月に相談室企画（学生向け）を実施。

５月は新入生への適応を促進する目的とする。１０

月は、２～３年生対象の自分を知るための心理検査

（TEG等）や集団でのコラージュ作成を行う。

②９月に相談室懇談会（教職員向け）を企画、検討。

大学生活に不適応をきたす、学生の把握や課題と

なるスキルの獲得方法等を周知していく。例えば、

山田の「大学生生活不安尺度」（２００６）等を実施の

検討、あるいは、スキル獲得のために、授業内で行

う事の出来る水野らの「大学生活を促進する授業プ

ログラム」（２００７）や及川らの「大学生の精神的不

適応に対する予防的アプローチ」（２００８）等の周知

もあわせて行いたい。また、懇談会の場を通じて、

教職員とのコミュニケーションを測る事で、学生相

談室に学生を繋ぎやすい環境を整えることも目指す。

③基礎ゼミ担当者会へ参加を検討。

よりよい学生支援のために、具体的支援及び指導

を行っている基礎ゼミの担当者会に学生相談員が参

加し、コンサルテーションを行う。多角的な視点で

学生を理解する事が出来、幅の広い支援を模索した

い。

④次年度の紀要の作成。

本稿では、２００８～２０１０年のデータを基に検討を行

ったが、年数も浅く、比較検討する上では不十分で

ある。今後も継続的に検討を行う事で、本校に即し

た支援を構築していく事を目指したい。
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